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北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

  令和５年６月９日

北九州市長 武 内 和 久  

北九州市規則第２５号 

北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する 

規則 

北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和４４年北九州市規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４の常時介護を要する状態の（１）の項中「１７万１，６５０円」を

「１７万２，５５０円」に改め、同表の常時介護を要する状態の（２）の項中

「７万５，２９０円」を「７万７，８９０円」に改め、同表の随時介護を要す

る状態の（１）の項中「８万５，７８０円」を「８万６，２８０円」に改め、

同表の随時介護を要する状態の（２）の項中「３万７，６００円」を「３万８

，９００円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第４の規定は、令和５年

４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第４の規定は、令和５年４月１日以後の期間に係る介護補償

の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従

前の例による。
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北九州市告示第２５１号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第５３条第１項

の規定により、居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者を指定したの

で、同法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和５年６月９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０６７

７９１１

９６ 

セノーテ訪問看

護北九州南部ス

テーション 

北九州市小倉南

区葛原元町三丁

目３番２４号 

オフィスパレア

小倉南Ⅲ ２号

室 

Ｆｕｓｉｏｎ

株式会社 

令和５年６

月１日 
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北九州市告示第２５２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及

び第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、

同法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和５年６月９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

７０３２

２０ 

ヘルパーステー

ションあすなろ 

北九州市八幡西

区三ケ森三丁目

１０番２１号 

有限会社リン

ク 

令和５年５

月３１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０６６

６９０７

６１ 

訪問看護あや 北九州市八幡西

区椋枝一丁目１

番１５号 

有限会社フミ

ダス 

令和５年５

月３１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

１０２５

７１ 

ふれんどケアセ

ンター西新町 

北九州市門司区

西新町一丁目６

番１－１０１号

株式会社ふれ

んど 

令和５年５

月３１日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

６０１７

０５ 

ケアプランセン

ターはぴるす 

北九州市八幡東

区前田三丁目１

１番２０ 豊国

ニュー八幡スカ

イマンション２

０２号室 

株式会社ＫＰ

Ｋ 

令和５年５

月３１日 

４０７０

７０６１

１６ 

ケアプランセン

ター つなぐ 

北九州市八幡西

区市瀬一丁目１

３番２号 

株式会社つな

ぐ 

令和５年５

月３１日 
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北九州市交通局公告第１７号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する北九州市契約規則（

昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年６月９日 

                           北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び予定数量 

   軽油 １４万リットル 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 履行期間 令和５年８月１日から同月３１日まで 

  （４） 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所 

（５） 今後購入が予想される数量及び入札公告予定時期 

  予定数量７９万リットル 令和５年７月頃 

（６） 最初の契約に係る入札公告日 令和５年２月１０日 

（７） 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引取税を含む

ものとし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額から軽油引取税を除いた金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

6



    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和５年

７月１０日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 期間  この公告の日から令和５年７月２４日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２５日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

          北九州市交通局４２会議室 

    イ  日時 令和５年７月１４日午後２時   

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、令和５年７月１０日までに競争参加の申出書を北九州市交通

局総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、令和５年７月２４日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和５年７月２５日午後２時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規
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程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する契約規則第５

条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product and Quantity  

   Gas Oil 

   Forecasted Quantity: 

   140,000 

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   2:00p.m., July 25, 2023 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., July 24, 2023 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu  
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北九州市交通局公告第１８号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   令和５年６月９日 

                           北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油 １３万リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年５月２５日 

４ 落札者の名称及び住所 

    ＮＸ商事株式会社 

    北九州市小倉北区西港町１５番６３号 

５ 落札金額 

    １リットル当たりの金額 １０９円８０銭 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年４月１０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公営競技局公告第１８号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市公営競技局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程

第１１号）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定に

より次のとおり公告する。

  令和５年６月９日

               北九州市公営競技局長 中 村 彰 雄  

１ 特定役務の名称及び数量

  小倉競輪実施事務等の包括委託 一式

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

  北九州市公営競技局競輪事業課

  北九州市小倉北区三萩野三丁目１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  令和５年４月１日

４ 契約の相手方の名称及び住所

  公益財団法人ＪＫＡ・株式会社コアズ共同事業体

  東京都港区港南一丁目２番７０号品川シーズンテラス２５階

５ 契約金額

  ３３億１，５１２万円

６ 契約の相手方を決定した手続

  随意契約

７ 随意契約の理由

  政令第１１条第１項第２号に該当するため
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